
地域包括支援センター（11） ・自ら相談できない人へ声掛け
・重層的支援における継続的な伴走

こども家庭セン
ター（1）

障害者相談支援
センター（1）

生活困窮者自立相談支援
センターくらしス（1）

消費者相談
若年者支援

教育 保健・医療

複雑化・複合化した事例

相談支援機関 民生委員・児童委員

Ⅱ．参加支援 （社会とのつながりを作るための支援を行う）

就労への支援

居場所

居住支援（見守り等）

Ⅰ.相談支援 （多様な相談を受け止め、多機関が協働して支援を行う）

困りごとの相談や情報提供

課題が複雑化・複合化した事例
等に関して、関係者や関係機関
の役割を整理、支援の方向性を
示す。

≪実施者：多機関協働事業者≫

多機関協働事業
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Ⅲ.地域づくりに
向けた支援

・地域住民による、
住民同士が出会い参
加することのできる
場や居場所づくり

・支えあう関係性を
広げる交流や活躍の
場づくり

暮らしの中での支え
あい活動

コミュニティ（サー
クル活動等）

居場所（サロン）な
ど多様な場の創出

地域社会から
の孤立を防ぐ

農福連携等の社会参加

ｱｳﾄﾘｰﾁ等を通じた継続的支援事業

訪
問
相
談

支
援
の
実
施

プ
ラ
ン
実
行

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

終

結

地域の一員
として生活

包括的相談支援事業

重層的支援体制整備事業

重層的支援体制整備事業とは・・・
・社会福祉法において市町村の努力義務とされている「包括的な支援体制」（高齢者・障害者・こども・生活困窮などの分野や属
性を問わず、住民の様々な困りごとを受け止め、地域全体で切れ目なく支援していく体制）を整備するための手法のひとつ。

・地域住民
・各種会議からの情報
・支援関係機関
・他分野の連携機関

重層的支援会議

【役割】課題整理、支援プランの検討・作成、
役割分担の決定、実施検証

重層的支援体制整備事業による相談支援のイメージ
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